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総務文教常任委員長報告 

（Ｒ７．９．２５） 

 総務文教常任委員会に付託されました議案について、審査の経過概要と 

その結果を報告いたします。 

 まず、第１号議案、令和７年度亀岡市一般会計補正予算（第３号）の    

本委員会所管分でありますが、その主な内容といたしまして、 

 総務費では、令和６年度亀岡市一般会計の決算上に生じた剰余金の一部に

ついて、財政調整基金に積み立てる経費と市有地境界画定調査測量等の事業

経費のための財産管理経費の増額補正、 

毘沙門荘の利活用、京都サンガＦ.Ｃ.練習場誘致について最終候補地の選

定にあたる立地可能性調査、ふるさと住民登録制度のための企画推進経費の

増額補正、 

 消防費では、地域防災力の維持を図るため、気象情報システム雨量計測点等

更改業務のための災害対策経費の増額補正、 

教育費では、京都サンガＦ.Ｃ.応援事業補助金の所要額の増額に伴う生涯

スポーツ振興経費の増額補正、 

また、令和８年度における本庁舎と関係機関等の間で行う逓送業務経費に

ついて、債務負担行為が設定されています。 

採決に先立ち、企画推進経費のうち毘沙門荘の利活用にかかる経費につい
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て、業務内容が不明瞭であるため反対するとの反対討論がありました。 

一方、企画推進経費のうち毘沙門荘の利活用にかかる経費については賛成

するが、今後、来年度予算議案審査までに一定期間あり、その間に市民に理解

を得られ、建物の用途と改修の目的等を明確に提案してほしいとの意見をつ

けたいとの賛成討論がありました。 

採決の結果は、賛成多数をもって原案可決すべきものと決定しました。 

また、総務費、総務管理費、企画費 千歳町所在の毘沙門荘に関連する今

後の予算案について、目的と事業内容が明確でないものは認められない。 

市民理解が得られるよう、本予算で着実に調査と意見聴取を行い、その結

果に基づいて十分に検討すること。これらを附帯決議案としてはどうかとの

意見が出されました。 

次に、第７号議案 亀岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定については、国の制度改正に基づき、仕事と育児との両

立支援制度の利用に関する職員の意向確認等を行う措置を整備しようとする

ものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきも

のと決定しました。 

次に、第８号議案 職員の育児休業等に関する勤務時間、休暇等に関する条

例の一部を改正する条例の制定についても、国の制度改正に基づき、育児に関

する部分休業について、柔軟に取得できるように部分休業制度の取得方法を
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整備しようとするものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原

案可決すべきものと決定しました。 

次に、第９号議案 亀岡市市議会議員及び亀岡市長の選挙における選挙運

動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の制定につい

ては、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、選挙運動用ビラの作成及び選挙運

動用ポスターの作成に係る公営について、最近における物価の変動等を考慮

し、その限度額を引き上げる改正をしようとするものであり、別段異論なく、

採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しました。 

 次に、第５４号議案 財産の取得については、亀岡市篠分団に配備されてい

る消防ポンプ自動車の更新に伴い、消防ポンプ車１台を購入することであり、

別段異論なく、採決の結果は、全員をもって原案可決すべきものと決定しまし

た。 

 次に、第５６号議案 財産の取得については、亀岡市立小学校・中学校・ 

義務教育学校における令和８年度新小・中学生用タブレット（ｉＰａｄ）等 

１，３１５台分を購入するものであり、別段異論なく、採決の結果は、全員を

もって原案可決すべきものと決定しました。 

以上、簡単ではありますが、本委員会の報告といたします。 
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